
 
 

 

本市の上位関連計画における都市づくりの方向性や広域的な位置づけを整理しました。 

 

 

項目 概要 
都市づくり
の方向性 

〇利根沼田広域都市計画圏における都市づくりの目標 
「ぐんまらしい持続可能なまち」～ぐんまのまちの“個性”を活かして“まちのまとまり”をつくりだ
します～ 

広域的な
位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 概要 
都市づくり
の方向性 

〇まちづくりの将来像 
「こころ豊かに暮らし、しあわせを実感できるまち 沼田」 



 

項目 概要 

都市づくり
の方向性 

〇都市づくり基本理念 
「豊かな自然とまちの魅力を活かした 心豊かに暮らせるまちづくり」 

広域的な
位置づけ 

 
都市再生拠点:中心市街地 
地域交流拠点:ＪＲ沼田駅周辺、川田小学校周辺、白沢支所周辺、利根支所周辺 

 

項目 概要 

都市づくり
の方向性 

〇都市づくり基本理念 
「未来につなぐ公共交通 誰もが便利・安心に利用できる公共交通」 

広域的な
位置づけ 

 

 



 

本市の現状及び課題、市民意向、上位関連計画での位置づけを踏まえ、本計画では、中心市

街地や沼田駅周辺の魅力を高め中心拠点への居住を誘導することで、まちのまとまりを形成す

ると共に、都市計画区域外の拠点(白沢、利根)においてもコミュニティや生活環境を維持し、市

街地と拠点を公共交通ネットワークでつなぐ多極ネットワーク型都市構造の実現を目指します。 

  

まちづくりの方針 

○まちづくりの基本理念 

豊かな自然とまちの魅力を活かしたこころ豊かに暮らせるまちづくり 

～多極型ネットワークの形成による安心で住み続けられるまち～ 

○まちづくりの基本方針 

【方針１】都市機能が集積する沼田中心部の交流や賑わい創出による魅力向上 

・都市機能（居住と商業・業務・行政サービスなど）が集積する JR 沼田駅から中心市街地の賑わい創出  

・子育て世代、高齢者や障害者の利便性が高い生活支援サービスの充実 など 

【方針２】拠点のコミュニティ性の維持による、安心安全で暮らしやすい居住環境の実現 

・多様な住まい方（二地域居住やスローライフの実現など）の実現 

・安心安全な居住誘導、防犯性の高い居住環境の実現 など 

【方針３】拠点をつなぎ交流を生む公共交通ネットワークの形成 

・交通結節点、バス待ち環境等の整備・充実 

・路線バス、デマンド交通のほか、一般タクシー、スクールバスなどを含めた、住民にとって有益な公共交通ネ

ットワークの構築 など 

白沢地区コミュニティセンター周辺 

利根地区コミュニティセンター周辺 

JR 沼田駅 

JR沼田駅周辺および市街地と拠点（白沢・利根）を

公共交通ネットワーク（鉄道・バス）でつなぐ 



 
 

 

都市機能誘導区域は、用途地域内に設定し、医療・福祉・商業等の都市機能を中心拠点に誘

導し維持することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

誘導施設とは、都市機能誘導区域に立地を誘導すべき医療・商業等の各種都市機能施設です。 

 

望ましい区域像 

• 各拠点の中心となる鉄道駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが可能で、か

つ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態等に照らし、地域としての一

体性を有している区域 

• 主要駅や市役所等が位置する中心拠点の周辺の区域に加え、合併前の旧市町村の役場等が位置し

ていた地区等、従来から生活拠点となる都市機能が存在し中心拠点と交通網で結ばれた地域拠点の

周辺の区域 

 

 

 

  



 

 

都市機能誘導区域は、以下に示す 3 つの STEP に沿って、鉄道駅からの誘致圏や都市機能施

設の立地状況、商業系用途地域の設定状況、今後の事業予定等を踏まえ、用途地域界・道路等

の地形地物で設定しました。 

 

 

 

  

• 上位計画にあたる沼田都市計画マスタープランで沼田駅が「地域交流拠点」として位置づけられているた
め、徒歩圏である 800m を目安に誘致圏を設定 

• また、まちの中心としての都市機能の立地が望ましい「中心商業・業務地」の考え方に従い、誘導区域
の範囲を設定 

【STEP1】都市計画マスタープランの方針や交通結節点の誘致圏より誘導区域の範囲を設定 

• 都市機能の立地が望ましい商業地域及び近隣商業地域等を中心に誘導区域のベースとなる範囲を設
定 

• 既存の都市機能の立地状況や将来の事業地となり得る低未利用地(空き地・空き家等)を考慮し、区
画を設定 

【STEP2】都市機能の立地状況や都市機能の立地状況に即した用途地域より誘導区域の区画を設定 

• まちなかの個別の検討課題については調整を行い、道路境界、地形地物などにより区域境界を設定 

【STEP3】個別調整を行い、地形地物に沿って区域を設定 



 

① STEP１「都市計画マスタープランの方針や交通結節点の誘致圏より誘導区域の範囲

を設定」 

 

 

 

JR 沼田駅

テラス沼田 



 

② STEP2「都市機能の立地状況や都市機能の立地状況に即した用途地域より誘導区域の

区画を設定」 

 

 

③ STEP3「個別調整を行い、地形地物に沿って区域を設定」 

 

 

JR 沼田駅

テラス沼田

沼田 IC

沼田病院 

将来の事業地となり得る土地 
（高校跡地、公園、駅前駐車場周辺)を
区域に追加 文教地区を区域に追加 

※STEP２時点での都市
機能誘導区域を示している 

JR 沼田駅周辺 

中心部 

JR 沼田駅 

テラス沼田 

沼田 IC



 

 

都市の有するべき一般的な機能を、「基幹的な都市機能」と「身近な都市機能」に分類しまし

た。基幹的な都市機能について誘導施設への位置づけを検討し、身近な都市機能は居住誘導区

域や地域生活拠点に立地すべき機能として整理しました。 

 

 基幹的な都市機能 身近な都市機能 

内容 
各拠点の中心部に立地することで、市民
の利便性向上や事業者環境の向上が期
待できる施設 

各拠点の中心部に限らず、市民の日常生
活の身近に必要な施設 

方針 
誘導施設への設定を検討し、都市機能
誘導区域への誘導を図る。 

誘導施設として設定しないが、居住誘導
区域や地域生活拠点への誘導を目指
す。 

各種機能

（例） 

行政機能 
• 中枢的な行政機能 

例）市役所 
• 日常生活を営む上で必要となる行政窓

口機能等 
例）コミュニティセンター（白沢、利根） 

医療機能 
• 入院して治療を受けることができる機能 

例）病院、有床診療所 
• 日常的な診療を受けることができる機能 

例）無床診療所 

福祉機能 

• 市町村全域の住民を対象とした高齢者
福祉の指導・相談の窓口や活動の拠点
となる機能 
例）保健福祉センター 

• 高齢者の自立した生活を支え、又は
日々の介護、見守り等のサービスを受け
ることができる機能 
例）高齢者福祉施設（デイサービス、

介護老人福祉施設等）、ふれあい
福祉センター 等 

商業機能 

• 時間消費型のショッピングニーズ等、様々
なニーズに対応した買い物、食事を提供
する機能 
例）大型商業施設、大規模小売店舗 

• 日々の生活に必要な生鮮品、日用品
等の買い回りができる機能 
例）スーパー(延床面積 1000 ㎡未

満)、コンビニ、ドラッグストア等 

子育て機能 

• 市全域の住民を対象とした児童福祉に
関する指導･相談の窓口や活動の拠点
となる機能 
例）地域子育て支援センター、こども家

庭センター 

• こどもを持つ世代が日々の子育てに必要
なサービスを受けることができる機能 
例）保育園、認定こども園、幼稚園、学

童クラブ等 

金融機能 

• 決済や融資等の金融機能を提供する機
能 
例）窓口を有する銀行、信用金庫、農

業協同組合等 

• 日々の引き出し、預け入れなどができる
機能 
例）郵便局、ＡＴＭ 

教育・文化機

能 

• 住民全体を対象とした教育文化サービス
の拠点となる機能 
例）図書館、文化会館、歴史資料館、

市民活動拠点、交流施設 

• 地域における教育文化活動を支える拠
点 
例）コミュニティセンター（白沢、利根以

外）、各行政区公民館および集会
所 

 



区分 視点 

(１) 

拠点内の都市機

能の立地状況 

 

(２) 

拠点に維持・誘

導すべき機能であ

るか 

イメージ 

誘
導
施
設
प
設
定 

基
幹
的
ऩ
都
市
機
能 

①現状機能を維持 
中心拠点周辺に充足

している場合 

○ 

（充足・立地） 

○ 

（維持・誘導 

すべき） 

 

②新たに 

（さらに）誘導 
中心拠点周辺に都市

機能が不足している場

合 

× 

（不足） 

○ 

（維持・誘導 

すべき） 

 

誘
導
施
設
प
設
定
ख
ऩ
ः 

③位置付けない 
必ずしも中心拠点や地

域生活拠点に誘導す

る必要がない場合 

○ 

または 

× 

× 

（維持・誘導 

すべきでない） 

 

身
近
ऩ
都
市
機
能 

④対象外 
必ずしも中心拠点や地

域生活拠点に誘導す

る必要がない場合 

－ －  

 

 



 

前述の考え方を踏まえ、以下のとおり誘導施設を設定しました。 

 

機能 誘導施設 今後の方針 

行政機能 
市役所（テラス沼

田） 
地方自治法第 4 条の第 1 項に定める事務所 ● 

医療機能 

病院 

(20 床以上) 

医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院（病床

数 20 床以上） 

● 
有床診療所 

(1～19 床) 

医療法第 1 条の 5 第 2 項に定める診療所のう

ち19 人以下の患者を入院させるための施設を有

するもの 

福祉機能 保健福祉センター 
老人福祉法第 20 条の 7 に定める老人福祉セン

ター 等 
● 

商業機能 大規模小売店 

大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定

する大規模小売店舗(店舗面積 1000m2 以

上) 

◎ 

子育て 

機能 

地域子育て支援セン

ター 
子ども広場（テラス沼田内） ● 

金融機能 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

労働金庫 

農業協同組合 

銀行法第 4 条に基づく免許を受けて銀行業を営

む銀行及び信用金庫法第4条に基づく免許を受

けて金庫の事業を行う信用金庫 等 

● 

教育文化 

機能 

文化会館 

歴史資料館 
－ ● 

図書館 図書館法第 2 条に規定する図書館 ● 

交流施設 
鉄道やバス等の交通結節点における公共交通

機関の待ち時間に市民が滞留できる施設 等 
◎ 

●：誘導施設に設定し、既存の都市機能を維持・強化する 

◎：誘導施設に設定し、現在不足しているが、都市機能の誘導を図る 

  



 

 

地域生活拠点とは、都市計画区域外において、地域の生活を支える拠点的な区域を指します。 

本市では、市町村合併の経緯を踏まえ、市民アンケート調査の結果、居住地区内の施設を利

用する傾向が強く見られた白沢地区及び利根地区を、地域生活拠点として位置づけます。 

これらの拠点においては、地域コミュニティや生活環境を維持するとともに、基礎的な生活

サービスの確保を図ります。さらに、市街地と公共交通ネットワークで結ぶことにより、多極

ネットワーク型の都市構造を形成し、地域全体として持続可能で良好な住環境の維持を目指し

ます。 

利南・池田・薄根・川田のコミュニティセンター周辺は新たに地域生活拠点としては設定し

ていませんが、引き続き都市計画マスタープランに基づき「生活環境の向上と交流人口の創出

による地域の活性化を図ります。 

 

設定すべき場所の例 

• 周辺地域に比して人口の集積度合いが高い地区 

• 日常的な生活サービスの提供施設等が集積する地区 

• 徒歩、自転車又は端末公共交通手段を介して、周辺地域から容易にアクセス可能な地区 

• 周辺地域に比して都市基盤の整備が進んでいる地区 

• 合併町村の旧庁舎周辺地区 

 

  



 

白沢地区、利根地区の都市機能施設が集積する各コミュニティセンター周辺を中心に 800ｍ

圏を地域生活拠点として位置づけます。なお、災害ハザードエリアは除外します。 

 

【利根地区】 

【白沢地区】 

白沢地区コミュニティセンター 

利根地区コミュニティセンター 

国道 120 号線 

国道 120 号線 



 
 

 

居住誘導区域は、居住を誘導し、人口密度を維持することで日常生活サービス機能が持続的

に維持されるようにするため、用途地域内に定める地区です。 

 

望ましい区域像 

①生活利便性が確保される区域 
• 都市機能誘導区域の候補となる中心拠点や地域・生活拠点に、徒歩・自転車・端末交通等により
容易にアクセスすることのできる区域、鉄道駅・バス停の徒歩・自転車利用圏 

②都市機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 
• 医療・福祉・商業等の都市機能が将来にわたって持続できる人口密度が確保される面積範囲内 
• 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口等をベースに、区域外から区域内に現実的に誘
導可能な人口を勘案しつつ、区域内において少なくとも現状の人口密度を維持、あるいは低下抑制
することを基本に検討 

③災害に対するリスクが低い、あるいは今後低減が見込まれる区域 
• 土砂災害、津波災害、浸水被害等により甚大な被害を受ける危険性が少ない区域で、土地利用
の実態等に照らして、工業系用途、都市農地、深刻な空き家・空き地化が進行している郊外地域
等には該当しない区域 

 

 



 

 

居住誘導区域は、以下に示す 3 つの STEP に沿って、法制度上含まないこととされる区域や

災害リスクが高いエリアを除外した上で、生活利便施設の充足度等を加味し、用途地域界・道

路・筆界等の地形地物で設定しました。 

 

 

  

居住誘導区域の設定 

• 居住誘導区域は、用途地域内を対象に設定（都市計画区域外は地域生活拠点を設定） 

• 法律上、区域に含められない、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止
区域は除外 

• 住宅の建設が制限される工業専用地域、住居系用途の集積が好ましくない工業地域は除外 

1-1 法制度上含められない・含むべきでない地域を除外 【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
】
除
外
範
囲
भ
検
討 

• 土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域（L1・L2）、家屋倒壊等氾濫想定区域、大規模盛土
造成地は除外 

1-2 災害リスクの高い地域を除外 

• 土地区画整理事業が施行中もしくは実施済により良好な居住環境が創出されている地域を抽出 

2-1 土地区画整理事業の範囲を抽出 

• 居住地周辺で身近に利便性を享受できるようにすべき機能を商業、医療、子育て、教育と定義し、
これら 4 種の都市機能に対し徒歩圏（800ｍ以内）が 3 種以上重なる範囲を身近な都市機能
が充実している地域として抽出 

2-2 身近な都市機能が充実している範囲を抽出 

• 鎌田線を主軸としつつ、デマンド交通による乗り継ぎ利用を推奨 

• 人口密度 40 人/ha 以上のエリアを抽出 

（参考）公共交通ネットワークの方向性、人口密度 40 人/ha のエリアを抽出 

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
】
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• 実際の利便性や区域の連続性等を踏まえ個別調整し、道路境界、地形地物などにより区域境界を設定 

【STEP3】個別調整を行い、地形地物に沿って区域を設定 



 

① STEP1-1「法制度上含められない・含むべきではない地域を除外」 

• 居住誘導区域は、用途地域内を対象に設定（都市計画区域外は地域生活拠点を設定） 

• 法律上、区域に含められない、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防

止区域は除外 

• 住宅の建設が制限される工業専用地域、住居系用途の集積が好ましくない工業地域は除外 

 

② STEP1-2「災害リスクの高い地域を除外」 

• 土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域（L1・L2）、家屋倒壊等氾濫想定区域、大規模盛土

造成地は除外 

 

 

JR 沼田駅

テラス沼田

沼田 IC

工業専用地域 

工業地域 

JR 沼田駅

テラス沼田
沼田 IC 



③ STEP2-1「土地区画整理事業・市街地再開発事業の範囲を抽出」 

• 土地区画整理事業や市街地再開発事業が施行中もしくは実施済により良好な居住環境が創出

されている地域を抽出 

 

④ STEP2-2「身近な都市機能が充実している範囲の抽出」 

• 居住地周辺で身近に利便性を享受できるようにすべき機能を商業、医療、子育て、教育と定

義し、これら 4 種の都市機能に対し徒歩圏（800ｍ以内）が 3 種以上重なる範囲を身近な

都市機能が充実している地域として抽出 

 

 

JR 沼田駅 

テラス沼田 
沼田 IC

JR 沼田駅 

テラス沼田
沼田 IC



⑤ （参考）「公共交通ネットワークの方向性・人口密度 40 人/ha のエリアを抽出」 

• 鎌田線を主軸としつつ、デマンド交通による乗り継ぎ利用を推奨 

 

 

• 人口密度 40 人/ha 以上のエリアを抽出 

 

 



⑥ STEP3「個別調整を行い、地形地物に沿って区域を設定」 

• 実際の利便性や区域の連続性等を踏まえ個別調整し、道路境界、地形地物などにより区域境

界を設定 

 

JR 沼田駅 

テラス沼田 沼田 IC



 

 

  

JR 沼田駅

沼田市役所、子ども広場、 
沼田市民活動拠点コミュニティテラス 
（テラス沼田） 
 

群馬銀行沼田支店 

東和銀行沼田支店 

沼田市立図書館 

沼田市歴史資料館



 

沼田 IC

利根沼田文化会館

沼田市保健福祉センター

沼田病院 
 居住誘導区域外への対応 

本計画で定める居住誘導区域は、区域外の居住を制限し

たり、区域内への移転を強制したりするものではありませ

ん。新たに転入する人などを中心に、日常生活に必要な都

市機能や公共交通が維持される地域への居住を緩やかに誘

導することを目的としています。 

居住誘導区域外や地域生活拠点外の地域については、用

途地域の指定による建物誘導や公共交通ネットワークの維

持、既存事業による地域コミュニティや生活利便性の確保

に取り組みます。また、災害リスクの回避・低減に努め、

避難行動の周知徹底を行います。 

土地利用の制限は現行どおりですが、居住誘導区域外で

一定規模以上の開発や建築行為を行う場合、または都市機

能誘導区域外で誘導施設を対象とした開発行為を行う場合

には、市への届出が必要です。 


